
消費者が小売電気事業者を選択する際の
環境・基盤について
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検討の背景
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 消費者にとって電力自由化自体の認知度は高い水準となっており、また、スイッチング件数も順調に増加している。
一方で、全体として消費者が電気のスイッチングを検討する際の課題として、スイッチングによるメリットが必ずしも明
らかではないことが指摘される（各エリアで２～４割程度の消費者がスイッチングしない理由として提示）。

 消費者のスイッチングは地域ごとに濃淡はあるものの、全体としては、諸外国に比して遜色がない程度に着実に進
んでいると考えられるものの、消費者が安心して自らに最適な小売電気事業者のメニューを選択できる環境をさらに
整備することで、公正な競争が促進され、電力システム改革の目的である電気料金の最大限の抑制につながると
考えられる。

 このような観点から、前回会合において実施した価格比較サイトに関するヒアリングや諸外国の状況等を踏まえて、
消費者の小売事業者・メニューの選択基盤について論点を整理したい。

Ｑ.あなたが現在電気を購入している会社から他の会社に変更しない理由をお知らせください。（n9455, 複数回答） ※全国合計で回答数が多かった上位10項目の地域別内訳
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(全回答者数に占める
回答数の割合※1)

（出所）平成３０年度 産業経済研究委託事業（電力・ガス小売自由化における消費者の選択行動アンケート調査事業） （2018年12月 電通マクロミルインサイト）



（参考）電気の経過措置料金解除に関する消費者庁意見
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平成30年12月27日 消費者庁 電気の経過措置料金解除に関する意見（抜粋）

第4回電気の経過措置料金に関する専門会合
（平成30年12月27日） 資料5より抜粋



（参考）第３回の専門会合での議論
 関連する専門会合におけるコメントは以下の通り。
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○松村委員
 この手の比較サイトに関しては、当然、一般的にプラットホーム事業者にかかる規制のようなものがかかるということはあるだろうし、
あるいは個人情報を集めるとすれば、それは一般的に適用される規制というのはあるのだろうと思いますが、それを超えて、電力に
関してそれをさらにきつい規制を課さなければいけないかどうかというようなことについては議論の余地が相当あるのではないか。

 余り厳しい規制を課した結果として育たなくなるというようなことは、恐らく本末転倒の可能性もあるということ。一方で、消費者に
信頼されなければ、そもそも育たないというような側面もあり、これからいろいろ考えていかなければいけないのだろうと思います。

○大石委員
 例えば、イギリスなどでは、比較サイトの公平性を担保するために、国ですか第三者かわかりませんけれども、そのようにみているとい
う話も聞いておりまして、日本で国がそれをするかどうかというのは別にしても、やはり消費者にとっては比較サイトの公平性というの
はとても気になるところ

○武田委員
 経過措置料金解除の周知について行政と協力し得るという話がありましたけれども、その表示の内容であるとか比較の方法の公
平性であるとか中立性をより高めるために（事業者間で）そういう協力があり得るのか。

○草薙委員
 （各電力会社の表示について）同じ条件でとおっしゃいましたけれども、刻々変わる各社のキャンペーンなどフォローされて、そして
積極的にランキングされている。そうなってまいりますと、やはり正確性が要求されるところであろうかと思います。



欧州の状況（1/2）
 電力小売市場の自由化が先行する欧州においては、家庭用需要家の様々なニーズに応える多様な料金メ
ニューが提供されている。料金メニューに関する中立で客観的で比較可能な情報提供が需要家の選択を支援
する上で重要との認識の下、価格比較サイトに関する取組が行われている。

 2012年、欧州エネルギー規制者評議会（CEER）は、料金比較サイトに関するベストプラクティスを公表。
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エネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会資料
（平成28年度第2回 資料１）より抜粋
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 EU加盟国の一部では、欧州エネルギー規制者評議会（CEER）が定めたベストプラクティスに沿った形で価格
比較サイトの運営が実施されている。

欧州の状況（2/2）

エネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会資料
（平成28年度第2回 資料１）より抜粋
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（参考）英国における”Confidence Code”について
 英・ガス電力市場規制庁（Ofgem）は、供給者からの独立性の確保や料金メニュー情報の提供方法等を
定めた比較サイトの”Confidence Code”を策定・公表、2018年末時点で11事業者が認定されている。

エネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会資料
（平成28年度第2回 資料１）より抜粋



価格比較サイトに関する主な論点
 前回ヒアリングも踏まえると、価格比較サイトについては公平性など一定の消費者にとって判断基準になる一方

で、 実際には価格比較サイトを経由したスイッチングは減少傾向であるとの事業者の指摘もある。

 また、価格比較サイトについて営利事業としての事業モデルが未成熟であり、対応コストの大きさによっては事
業者が撤退する可能性があるといった課題もあるのではないか。

 電気のスイッチングに関する消費者の環境をさらに向上させていく観点から、今後の対応についてどのように考え
るか。
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